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○二本松市個人情報保護条例（抄） 
平成17年12月1日 

条例第18号 

(目的) 
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、

市の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかに

することにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

 

(定義) 
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月

日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合す

ることができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。)をいう。 

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産

評価審査委員会、議会及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)を適用する事業をい

う。 

(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、

当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているも

のをいう。ただし、公文書(二本松市公文書公開条例(平成17年二本松市条例第17号)第
2条第2項に規定する公文書をいう。)に記録されているものに限る。 

(4) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものを

いう。 

ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検

索することができるように体系的に構成したもの 

イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その

他の記述等により特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成

したもの 

(5) （略） 

 

(委託等に伴う措置等) 
第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するときは、

個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。 

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、個人情報の適切な取扱
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いのために必要な措置を講じなければならない。 

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して

知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

4 前3項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市

が同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。 

 

第54条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第9条第2項若しくは第4項の業務に

従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属す

る事項が記録された第2条第4号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、

又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に

処する。 

 

第55条 前条に規定する者がその業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第

三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万
円以下の罰金に処する。 

 

第59条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条に

おいて同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従

業者が、その法人又は人の業務に関して第54条又は第55条の違反行為をしたときは、行

為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 


